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報告第１７号 

 

専決処分の報告について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次のとおり

専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 

令和７年１２月１６日 報 告 

 

御殿場市長 勝 又 正 美    

 

御殿場市専第１７号 

 

御殿場市営住宅に係る建物明渡等請求に関する訴えの提起について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により議会で議決され

た「市長の専決事項の指定について」第２項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 

令和７年１１月２１日 

 

御殿場市長 勝 又 正 美 

 

御殿場市営住宅家賃の滞納者について、民事訴訟法（平成８年法律第１０９号）第

１３４条第１項の規定により、次のとおり訴えを提起する。 

 

１ 相手方  【略】 

        

 

２ 事件名  建物明渡等請求事件 

 

３ 事件の内容及び請求の趣旨 

相手方である      は、上記住所所在の御殿場市営住宅に居住実態がなく、

物件を無断で占有している状態であるため、同物件の明渡し及び土地の明渡しを請求

する。あわせて、滞納となっている同物件の家賃等２６７，６００円の支払と、建物
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及び土地の明渡しに至るまで、１か月あたり３，２００円の家賃相当額を請求する。

訴訟費用についても相手方に請求する。 

 

４ 事件に関する取扱い 

  訴訟において上記請求が認容されないときは上訴するものとする。



 

 


